
  

    

○ 個 人 情 報 保 護 委 員 会 告 示 第 十 一 号    

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る の 規 定

に 基 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正  

令 和 七 年 七 月 十 五 日                          個 人 情 報 保 護 委 員 会 委 員 長  手 塚  悟     

次 の 表 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た

改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応

す る も の を 掲 加  

改 正 後  改 正 前  

目次  

［第１～第４ 略］ 

第５ 特定個人情報保護評価の実施手続 

［１～４ 略］ 

５ 特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスの変更時の検討 

６ ［略］ 

［第６～第12 略］ 

別表 ［略］ 

［様式１～様式４ 略］ 

［第１～第４ 略］ 

第５ 特定個人情報保護評価の実施手続 

［１～４ 略］ 

５ 特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスの変更時の検討 

評価実施機関は、特定個人情報ファイルを取り扱うプロセスに

変更を加えようとする場合、当該変更の内容を踏まえ、特定個人

情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減するための

措置の変更の必要性の有無について検討を行うものとする。評価

目次  

［第１～第４ 同左］ 

第５ 特定個人情報保護評価の実施手続 

［１～４ 同左］ 

［加える。］ 

５ ［同左］ 

［第６～第12 同左］ 

別表 ［同左］ 

［様式１～様式４ 同左］ 

［第１～第４ 同左］ 

第５ 特定個人情報保護評価の実施手続 

［１～４ 同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 



   
 

改 正 後  改 正 前  

実施機関は、当該検討の結果を踏まえ必要があると認めるとき

は、第６の２（２）の規定による特定個人情報保護評価の再実施

又は第７の規定による特定個人情報保護評価書の修正並びに委員

会への提出及び公表を行うものとする。 

６ ［略］ 

［第６～第12 略］ 

別表 ［略］ 

［様式１～様式４ 略］ 

 

 

 

 

５ ［同左］ 

［第６～第12 同左］ 

別表 ［同左］ 

［様式１～様式４ 同左］ 

備 考  表 中  記 載 は 注 記  

附  則  

こ の 告 示 公 布 の 日 か ら 施 行  


